
 

場で討論をいたします。 

  請願の要旨は、現在全国の各自治体で進めら

れている2005年度からの介護保険制度の見直

しに向けて、利用者の負担を軽減することを

最重要課題とするとともに、自治体間の格差

が生じることのないよう、国の責任で統一的

な保険料と利用料の減免・軽減措置を確立す

るよう求めているものであります。 

  財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会

は、この５月17日、2005年度予算に関する意

見書、予算編成の基本的考え方についてを谷

垣財務大臣に提出いたしました。 

  この意見書では、一般歳出の約４割を占め、

増大が続く社会保障関係費の抑制を、我が国

財政上、最大の構造問題と強調して、０５年

度予算編成では、現行の制度、給付水準、単

価などを前提とした社会保障関係の自然増を

放置することは許されないというふうに述べ

たということであります。 

  各論の中で、介護保険の利用者負担、現行の

１割を２ないし３割に引き上げるべきだと明

記しておりまして、若年者の医療保険の自己

負担水準までに引き上げ均衡を図るというふ

うに、事実上３割負担への改定目指す方針を

示しているのであります。 

＋

  また、意見書は、地方自治体の財源不足を国

が補てんする地方交付税交付金の増加が、国

の財政の大きな圧迫要因になっているという

ふうに指摘して、交付税額の総額抑制を求め

ているのであります。とんでもない話であり

ます。介護保険の導入時、政府は、家族介護

から社会が支える制度へ、在宅で安心できる

介護へなどと大宣伝いたしました。 

  しかし、この４年間の現実は、在宅で安心で

きる介護どころか、相変らず家族介護に大き

く支えられているというのが実態であります。

とりわけ低所得者のサービス利用の低下は重

大であります。介護疲れによる大変な実態も

寄せられております。 

  介護保険のさまざまな矛盾を解決するために

は、国庫負担の大幅な引き上げが何としても

不可欠であります。何よりも重要なのは、保

険料の値上げを中止し、免除・軽減制度を拡

充することであります。 

  また、最近になって、2005年度の介護保険制

度見直しに向けた政府、厚生労働省の検討作

業の中で、介護保険と障害者福祉の統合が焦

点の一つになっていると聞いております。こ

れに対して、障害者家族の中に不安が広がっ

ており、全国の市長もこれに対して76％が慎

重、反対の姿勢を示すなど、懸念が広がって

いると聞いております。 

  以上、本請願に議員の皆様方のご賛同を賜り

ますようお願いいたしまして、賛成討論とい

たします。 

○鈴木良雄議長 以上で、通告による討論が終わ

りました。 

  これより採決いたします。 

  厚生委員長の報告は、請願第７号は不採択で

あります。 

  請願第７号について、採択することに賛成の

議員の起立を求めます。 

   （起立少数） 

○鈴木良雄議長 起立少数であります。 

  よって、請願第７号は、厚生委員長報告のと

おり決定いたしました。 
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○鈴木良雄議長 次に、予算特別委員会の審査の

報告を求めます。 

  大沼 久委員長。 

   （大沼 久予算特別委員長登壇） 

○大沼 久予算特別委員長 今定例会において予
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算特別委員会に付託になりました議案第46号、

平成16年度長井市一般会計補正予算第２号を

初め、特別会計補正予算１件、公営企業補正

予算１件の合計３議案につきまして、審査い

たしました経過と結果についてご報告申し上

げます。 

  予算特別委員会は、会議日程に従い、去る６

月18日に開催し、審査が行われたところであ

ります。 

  審査にあたっては、各補正予算の概要につい

て担当課長より説明を受けた後、４名の委員

の総括質疑が行われ、終了後に細部審査が行

われたところであります。 

  その詳細につきましては、議長を除く全員で

構成する委員会審査でありますので、ここで

再び審査の状況、経過などについて述べるこ

とを省略させていただき、後刻会議録により

ご承知おきくださいますようお願い申し上げ、

審査の結果のみご報告申し上げます。 

＋ ＋  まず、議案第46号、平成16年度長井市一般会

計補正予算第２号につきましては、起立多数

をもって原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

  次に、議案第47号、平成16年度長井市老人保

健医療費給付事業特別会計補正予算第１号、

議案第48号、平成16年度長井市水道事業会計

補正予算第１号の２件につきましては、いず

れも起立全員をもって原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

  以上が、審査の結果でありますが、当局にお

かれましては、審査の過程で委員各位より出

されました質疑、要望等については十分意を

用いられ、事務の執行に当たられますよう希

望を申し上げ、予算特別委員会の審査の結果

報告を終わります。 

○鈴木良雄議長 委員長の報告が終わりました。 

  ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木良雄議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

  これより採決に入ります。 

  まず、日程第５、議案第46号、平成16年度長

井市一般会計補正予算第２号の１件について、

討論の通告がありますので、発言を許可しま

す。 

  議席番号11番、髙橋孝夫議員。 

   （髙橋孝夫議員登壇） 

○１１番 髙橋孝夫議員 おはようございます。 

  私は、議案第46号、長井市一般会計補正予算

第２号に反対の立場で討論を行います。 

  反対をする理由は、構造改革特区、いわゆる

レインボープラン特区の導入経過と考え方、

及び手法にあります。 

  その一つは、長井市の将来の農業を余り考え

ないままに進めてしまったものということで

す。当然、この間の過程では、その時点、時

点で農業者や担い手、あるいは農業団体との

すり合せがなされる、このことが必要であり

ながらも、それが一向になされないまま進ん

だ結果、不十分なものになってしまったとい

う点であります。 

  二つは、環境保全型農業といえば認められて

しまうという内容に対する危うさです。レイ

ンボープランの考え方を基本にするというこ

とであれば、そこには当然にして目標とする、

あるいはクリアをしなければならない数値は

明示をされ、それが目安とならなければなら

ないにもかかわらず、結果としてはそうはし

ないという内容になっていることに危うさを

感じます。 

  三つ目は、地域の農業団体の同意は不必要と

いうことについてです。協定書の第３条には、

特定法人は地域農業の担い手の一員としての

自覚を持ち、地域農業者との調和を第一に農

業に取り組むと明示されているにもかかわら
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ず、その履行を認めないということにはおか

しさを感じますし、危険なものを感じます。

そうであるならば、この協定書自体は何を意

味するのか、何のための協定なのかが不明確

になってしまいました。協定書に触れられて

いても、その履行を求めないのであれば協定

書の意味がないばかりか、逆に農業委員会の

許可を得るために作成するだけのものになっ

てしまうと思います。 

  私は、これではいけないし、レインボープラ

ン特区を真に生かしていくには、明確な指針

と構想、そして互いが目標とする数値の明示

が不可決と考えます。まずやってみるではな

く、企業等の農業参入を容易にこれでは認め

てしまうばかりであり、そのことは日夜一生

懸命農業展開をしておられる担い手や、農業

者の心配を何ら解消することにはつながらず、

逆にその人たちの行政に対する不信感を助長

するだけになってしまいはしないかと心配で

なりません。 ＋
  一生懸命頑張っている人たちのまちづくりへ

の意欲をそぐことはあってはなりませんし、

そのことはそれこそ長井市にとって大きな損

失につながることを感じとる必要があります

し、自覚しなければなりません。そのために

は、真摯に話し合いを進めていくこと、そこ

で理解と納得の上で展開するという手法をと

ることこそ大切なことと思います。 

  しかし、残念ながら、これらが全く明らかに

ならないままの出発は、私は容認することは

できません。よって、反対をいたすものであ

ります。 

  この数年間、申し上げたような手法で長井市

の行政運営が進められていると私は感じます。

首長が判断をし展開することは絶対であるか

のような行政運営は、慎まなければなりませ

んし、かつての誤りを繰り返してはならない

と考えます。 

  以上のことを申し上げ、反対の意見といたし

ます。 

○鈴木良雄議長 以上で、通告による討論が終わ

りました。 

  これより採決いたします。 

  予算特別委員長の報告は、議案第46号は、原

案可決であります。 

  予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

   （起立多数） 

○鈴木良雄議長 起立多数であります。 

  よって、議案第46号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

  次に、日程第６、議案第47号、平成16年度長

井市老人保健医療費給付事業特別会計補正予

算第１号の１件について、討論の通告があり

ませんので、討論を終結し、採決いたします。 

  予算特別委員長の報告は、議案第47号は、原

案可決であります。 

  予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

○鈴木良雄議長 起立全員であります。 

  よって、議案第47号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

  次に、日程第７、議案第48号、平成16年度長

井市水道事業会計補正予算第１号の１件につ

いて、討論の通告がありませんので、討論を

終結し、採決いたします。 

  予算特別委員長の報告は、議案第48号は、原

案可決であります。 

  予算特別委員長報告のとおり決するに賛成議

員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

○鈴木良雄議長 起立全員であります。 

  よって、議案第48号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

  ここでお諮りいたします。 
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